
広報おおはる広告掲載取扱要領 

 広報おおはる広告掲載取扱要領の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大治町広告掲載要綱（以下「要綱」という。）に基づき、

広報おおはる（以下「広報誌」という。）に掲載する広告（以下「広告」とい

う。）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告の規格） 

第２条 要綱第５条に規定する広告の規格は、次表のとおりとする。 

１種広告 縦４４ミリメートル  横９０ミリメートル、 ２色刷り 

２種広告 縦４４ミリメートル  横１８５ミリメートル、２色刷り 

３種広告 縦１２５ミリメートル 横１８０ミリメートル、４色刷り 

４種広告 縦２５０ミリメートル 横１８０ミリメートル、４色刷り 

 

（広告の掲載位置及び枠数） 

第３条 要綱第５条に規定する広告の掲載位置及び枠数は、次の各号のとおりと

する。 

（１） １種広告及び２種広告は広報誌の中面ページ最下段、３種広告及び４種

広告は最終ページに掲載するものとし、ページ内での掲載位置（４種広告

を除く。）については、町長が決定する。 

（２） 広報誌１号（１か月）あたりの掲載枠数は、１種広告を４枠分（２種広

告は１種広告２枠分とする。）と、３種広告を２枠分（４種広告は３種広

告２枠分とする。）を限度とする。 

（３） 広告の掲載は、１広告主について広報誌１号（１か月）につき１枠限り

とする。 

（広告の掲載期間） 

第４条 要綱第５条に規定する広告の掲載期間は、１号（１か月）単位とする。

ただし、複数号への広告掲載の申込みをする場合は、連続する６号（６か月）

までとする。 

（広告の掲載料） 

第５条 要綱第５条に規定する広告の掲載料は、次表のとおりとする。 

１種広告 １０，０００円（１号、税込み） 

２種広告 ２０，０００円（１号、税込み） 

３種広告 ５０，０００円（１号、税込み） 

４種広告 １００，０００円（１号、税込み） 

 



 （広告掲載の申込期間及び添付書類） 

第６条 広告掲載を希望する者は、掲載を希望する広報誌の発行日（当該広報誌

発行月の１日）の６か月前から５０日前までに、大治町広告掲載申込書（要綱

様式第１号）に業務内容の分かる書類、掲載しようとする広告案（デジタルデ

ータ含む）及び納税証明書（大治町以外の者のみ）を添えて、町長に申し込ま

なければならない。 

 （広告掲載の選定方法） 

第７条 要綱第６条に規定する広告の選定方法は、第３条第２号に規定する枠数

を超えるときは、当該申込みの受付順による。 

 （広告掲載料の納付方法） 

第８条 広告掲載料は、町が発行する納入通知書により納付しなければならない。 

（広告掲載の取下げ） 

第９条 要綱第１２条第２項に規定する広告掲載の取下げを申し出る期限は、広

告が掲載される広報誌の発行日の３０日前とする。 

 （所管） 

第１０条 この要領を所管する課は、総務部企画課とする。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年１０月３日から施行する。 

 


